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新しい公共工事設計労務単価が決定された場合における 

単位施工単価のシフト単価の算定方法について 

 

 

単位施工単価については、「公共建築工事標準単価積算基準等の改定について（通

知）」（令和７年 12 月 10 日付け国営積第２号）により新たに規定され、シフト単価

については「物価資料の掲載価格等によることを基本とする」とされているところで

あるが、新しい公共工事設計労務単価が決定された場合において、その適用時から、

新労務単価が反映されたシフト単価が物価資料に掲載されるまでの間におけるシフ

ト単価の算定方法について、次式のとおり取扱うこととしたので通知する。 

 

[工事場所が物価資料の掲載都市の場合] 

 

 

 

 
 

[工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合] 

 

 

 

 
 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
工事場所の都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、

工事場所の都市のベース単価 

＝ × 
工事場所の 
シフト単価 

工事場所の材料単価、新労務単価

を用いて算定したベース単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
工事場所を包括する地域を代表する 

都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 
工事場所を包括する地域を代表する 

都市のベース単価 

＝ × 
工事場所の 
シフト単価 

工事場所の材料単価、新労務単価

を用いて算定したベース単価 


